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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧品組成物であって：
ａ）少なくとも８５°の接触角を有する第１の膜形成ポリマー；
ｂ）少なくとも８５°の接触角を有する第２の膜形成ポリマー；
ｃ）少なくとも５℃の融点を有する脂質；
ｄ）光学粒子、および
ｅ）前記組成物の少なくとも２０重量％の水
を含み、
前記第１の膜形成ポリマー及び前記第２の膜形成ポリマーは、ともに、シリコーン樹脂を
含み、前記接触角は、水／蒸気界面が２５℃の温度にて固体表面に接する角度を意味し、
前記脂質は、脂肪酸、石鹸、脂肪アルコール、ステロイド、セラミドまたはその混合物を
含み、前記第１の膜形成ポリマーがＭＱシリコーン樹脂であり、前記第２の膜形成ポリマ
ーがＴシリコーン樹脂であり、前記膜形成ポリマーの総量の前記脂質に対する重量比が１
：１から５：１である、化粧品組成物。
【請求項２】
　前記膜形成ポリマーの総量が前記化粧品組成物の０．０１から２０重量％である、請求
項１に記載の化粧品組成物。
【請求項３】
　前記第１の膜形成ポリマーの前記第２の膜形成ポリマーに対する重量比が２０：１から
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１：１０である、請求項１から２のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項４】
　前記脂質が脂肪酸、石鹸、ステロイドまたはその混合物を含む、請求項１から３のいず
れか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項５】
　前記脂肪酸がステアリン酸、ラウリン酸、パルミチン酸、イソステアリン酸、ミリスチ
ン酸またはその混合物を含む、請求項４に記載の化粧品組成物。
【請求項６】
　脂肪酸の量が前記化粧品組成物の０．１から１０重量％である、請求項５に記載の化粧
品組成物。
【請求項７】
　前記ステロイドがコレステロールを含む、請求項４から６のいずれか一項に記載の化粧
品組成物。
【請求項８】
　ステロイドの量が前記組成物の０．１から１０重量％である、請求項７に記載の化粧品
組成物。
【請求項９】
　前記脂質が前記化粧品組成物の０．０１から２０重量％の量で存在する、請求項１から
８のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項１０】
　前記光学粒子が前記化粧品組成物の０．０５から５重量％の量で存在する、請求項１に
記載の化粧品組成物。
【請求項１１】
　前記光学粒子がチタンジオキシド、亜鉛オキシド、ジルコニウムオキシド、マイカ、鉄
オキシドまたはその組合せを含む、請求項１から１０のいずれか一項に記載の化粧品組成
物。
【請求項１２】
　前記脂質の前記光学粒子に対する重量比が５：１から１：５である、請求項１から１１
のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項１３】
　前記化粧品組成物が前記化粧品組成物の少なくとも４０重量％の水を含む、請求項１か
ら１２のいずれか一項に記載の化粧品組成物。
【請求項１４】
　前記化粧品組成物がスキンケア組成物である、請求項１から１３のいずれか一項に記載
の化粧品組成物。
【請求項１５】
　前記脂質が少なくとも３５℃の融点を有する、請求項１から１４のいずれか一項に記載
の化粧品組成物。
【請求項１６】
　皮膚に請求項１から１５のいずれか一項に記載の化粧品組成物を局所適用するステップ
を含む、皮膚特性を改善する方法。
【請求項１７】
　不透明性、不透明性の持続性、光学粒子の累積被着、耐洗い流し性、耐摩耗性またはそ
の組合せより選択されるいずれかの属性を改善するための、請求項１から１５のいずれか
一項に記載の化粧品組成物の使用。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、化粧品組成物に関する。特に本発明は、化粧品組成物であって、少なくとも
８５°の接触角を有する第１の膜形成ポリマー、少なくとも８５°の接触角を有する第２
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の膜形成ポリマー、少なくとも５℃の融点を有する脂質、光学粒子および組成物の少なく
とも２０重量％の水を含む化粧品組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、消費者は、乾燥、しわおよび小じわ、皮膚たるみ／垂れおよびしみを含むいくつ
かの皮膚の問題を抱えている。膜形成ポリマーを含む組成物は、これらの問題に対する消
費者にとっての１つの解決策となり得る。膜形成ポリマーは、局所適用後に皮膚上に膜を
形成して、皮膚に即時の引き締め効果をもたらす。いくつかの有益剤、例えば光学粒子お
よび日焼け止め剤も、膜形成ポリマーと共に皮膚表面に送達されてよい。
【０００３】
　膜形成ポリマーを含むスキンケア組成物の開発に対する興味が高まっている。
【０００４】
　特許文献１は、水溶性膜形成ポリマー、アニオン性官能基を有する第１のポリマー構成
成分およびカチオン性官能基を有する第２のポリマー構成成分を含むバイモーダルコポリ
マーならびに動物、植物、藻類、真菌類および細菌類から成る群より選択される供給源に
由来するまたはバイオテクノロジーによって合成された１つ以上の生体ポリマーを含む、
局所組成物を開示した。このような局所組成物は、皮膚の外観を向上させるために、垂れ
たまたはしわのある皮膚に適用されると言われていた。
【０００５】
　しかし、化粧品組成物の適用後に、皮膚は水洗および手による摩耗を受けることがあり
、皮膚状の膜形成ポリマーによって形成された膜は、容易に洗い流されおよび／またはこ
すり落とされ、したがって利益は失われることがある。この間、有益剤は容易に洗い流さ
れおよび／またはこすり落とされ、したがって持続性利益を提供することができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００８／０２３３０７５号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　したがって、本発明者らは、改善された耐洗い流し性、耐摩耗性および／または有益剤
の持続性被着を有する化粧品組成物を開発する必要性を認識している。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　したがって本発明は、化粧品組成物であって、少なくとも８５°の接触角を有する第１
の膜形成ポリマー、少なくとも８５°の接触角を有する第２の膜形成ポリマー、少なくと
も５°の融点を有する脂質、光学粒子および組成物の少なくとも２０重量％の水を含む化
粧品組成物に関する。
【０００９】
　第１の態様において、本発明は、化粧品組成物であって、少なくとも８５°の接触角を
有する第１の膜形成ポリマー、少なくとも８５°の接触角を有する第２の膜形成ポリマー
、少なくとも５℃の融点を有する脂質、光学粒子および組成物の少なくとも２０重量％の
水を含む化粧品組成物に関する。
【００１０】
　第２の態様において、本発明は、第１の態様のいずれかの実施形態を皮膚に局所適用す
るステップを含む、皮膚特性を改善する方法に関する。
【００１１】
　第３の態様において、本発明は、不透明性、持続性不透明性、光学粒子の累積被着、耐
洗い流し性、耐摩耗性またはその組合せより選択されるいずれかの属性を改善するための
、第１の態様のいずれかの実施形態の使用に関する。
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【００１２】
　本発明の他のすべての態様は、以下の詳細な説明および実施例を考慮すれば、より容易
に明らかとなる。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　実施例または別途明示的に指摘する場合を除いて、物質の量もしくは反応の条件、物質
の物性および／または使用を示す本明細書における数字は、「約」という語によって修飾
されていると理解されてよい。
【００１４】
　すべての量は、別途規定しない限り、組成物の重量による。
【００１５】
　なお、値の任意の範囲を規定する場合、任意の特定の上限値は、任意の特定の下限値と
関連付けることができる。
【００１６】
　誤解を避けるために、「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ）」という語は、「含む（ｉｎｃ
ｌｕｄｉｎｇ）」を意味するものであり、必ずしも「から成る（ｃｏｎｓｉｓｔｉｎｇ　
ｏｆ）」または「から構成される（ｃｏｍｐｏｓｅｄ　ｏｆ）」を意味するものではない
。すなわち、記載したステップまたはオプションは網羅的である必要はない。
【００１７】
　本明細書で見出されるような本発明の開示は、特許請求の範囲に多数項従属形式も冗長
性もないことが見出される事実とは無関係に、特許請求の範囲において互いに多数項従属
であることが見出されるようなすべての実施形態を含むと考えられるものとする。
【００１８】
　「膜形成ポリマー」は、本明細書で使用する場合、毛髪および／または皮膚を覆う凝集
性および連続性被覆物を、毛髪および／または皮膚の表面に適用したときに形成できるポ
リマーを示す。
【００１９】
　「シリコーン樹脂」は、本明細書で使用する場合、三次元構造を有する分枝および／ま
たはかご様オリゴシロキサンによって形成されるシリコーン材料を示す。通例、シリコー
ン樹脂は剛性である。
【００２０】
　「脂質」は、本明細書で使用する場合、水に不溶性である種類の天然型有機化合物また
はその類似体である。水に不溶性であるとは、水に溶解して溶液を生じて、溶液の５重量
％未満の、好ましくは１％未満の、より好ましくは溶液の０．１重量％未満の濃度を有す
る化合物を示す。通例、脂質としては脂肪酸、石鹸、脂肪エステル、ろう、脂肪アルコー
ル、リン脂質、エイコソノイド、テルペン、ステロイド、セラミドおよび脂質溶解性ビタ
ミンが挙げられる。
【００２１】
　「脂肪化合物」は、炭素原子が少なくとも８個の、好ましくは炭素原子が少なくとも１
０個の長さを有する直鎖を有する有機化合物を示す。より好ましくは、脂肪化合物はＣ１

０－Ｃ３６直鎖、なおより好ましくはＣ１２－Ｃ２８直鎖を有する。
【００２２】
　「ろう」は、本明細書で使用する場合、長いアルキル鎖を特徴的に含む有機化合物の種
類を示す。通例、ろうは、約２５℃にて可塑性（柔軟性）である。「ろうエステル」は、
本明細書で使用する場合、ろうによって構成されるエステルを意味する。
【００２３】
　「接触角」（ＣＡ）は、本明細書で使用する場合、水／蒸気界面が２５℃にて固体表面
に接する角度を意味する。このような角度は、ゴニオメータまたは他の水滴形状解析シス
テムにより、５μｌの水滴を用いて２５℃にて測定してよい。
【００２４】
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　「融点」は、本明細書で使用する場合、大気圧にて固体から液体に状態が変化する温度
である。ろうの融点という場合、これはろうが軟化を開始する温度を意味する。ろう以外
の脂質の融点は、例えばＩＳＯ６３２１－２００２規格の方法によって測定してよい。ろ
うの融点は、ＩＳＯ６２４４－１９８２規格の方法によって、または示差走査熱分析（Ｄ
ＳＣ）によって、しかし好ましくはＩＳＯ６２４４－１９８２の方法によって測定してよ
い。
【００２５】
　「光学粒子」は、皮膚に不透明性を付与する粒子を示す。不透明性はまた、本明細書で
使用する場合、斑点を、皮膚の色合いおよび／または皮膚の明るささえもマスキング／低
減することを含む。「屈折率値」は、本明細書では、別途示さない限り、２５℃の温度お
よび５８９ｎｍの波長にて測定されたものを示す。
【００２６】
　「洗い流さない」は、本明細書の組成物に関して使用する場合、皮膚に適用してまたは
擦り込んで、皮膚に残存する組成物を意味する。「洗い流し」は、本明細書の組成物に関
して使用する場合、皮膚に適用してまたは擦り込んで、適用後に実質的にただちにすすぎ
落される皮膚清浄剤を意味する。「皮膚」は、本明細書で使用する場合、顔（瞼および唇
を除く）、頚部、胸部、腹部、背中、腕、脇の下部分、手および脚の皮膚を含む。好まし
くは「皮膚」は、瞼および唇を除く顔の皮膚を意味する。より好ましくは「皮膚」は、頬
の皮膚を意味する。
【００２７】
　いくつかの好ましい実施形態において、組成物は、シリコーン樹脂、不揮発性シリコー
ン油および化粧品的に許容される担体を含み、不揮発性シリコーン油がジメチコノール、
アミノシリコーンまたはその混合物を含み、シリコーン樹脂の不揮発性シリコーン油に対
する重量比が少なくとも１：４である、化粧品組成物でも；シリコーン樹脂、ステロイド
および化粧品的に許容される担体を含み、シリコーン樹脂のステロイドに対する重量比が
少なくとも５：９である化粧品組成物でもない。
【００２８】
　本発明の膜形成ポリマーの要件は、膜形成ポリマーが化粧品組成物中での使用に好適で
あり、第１の膜形成ポリマーが第２の膜形成ポリマーとは異なることである。耐洗い流し
性をより良好に発揮するために、少なくとも１つの膜形成ポリマーは好ましくは少なくと
も９０°の、より好ましくは９５°から１６０°の、最も好ましくは１００°から１２０
°の接触角を有する。より好ましい実施形態において、２つの膜形成ポリマーの両方が少
なくとも９０°の、なおより好ましくは９５°から１６０°の、最も好ましくは１００°
から１２０°の接触角を有する。
【００２９】
　第１および／または第２の膜形成ポリマーは、例えばシリコーン樹脂、キトサン、ポリ
ウレタン、ポリビニルブチラール樹脂またはその混合物を含む。より好ましくは、第１お
よび／または第２の膜形成ポリマーはシリコーン樹脂を含み、より好ましくは、第１およ
び第２の膜形成ポリマーの両方がシリコーン樹脂を含み、最も好ましくは、第１および第
２の膜形成ポリマーの両方がシリコーン樹脂である。
【００３０】
　シリコーン樹脂は通例、以下のシロキシモノマー単位によって説明される。
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【化１】

【００３１】

　Ｒ基は、飽和または不飽和炭化水素基より選択してよい。好ましくは、本発明のシリコ
ーン樹脂は、シロキシシリケート、シルセスキオキサンまたはその混合物より選択してよ
い。より好ましくは、シリコーン樹脂はＭ単位、Ｑ単位、Ｔ単位またはその組合せを含む
。なおより好ましくは、シリコーン樹脂はＭＱシリコーン樹脂、Ｔシリコーン樹脂、また
はその混合物を含む。
【００３２】
　好ましくは、第１の膜形成ポリマーはＭＱシリコーン樹脂を含み、より好ましくはＭＱ
シリコーン樹脂である。第２の膜形成ポリマーは、好ましくはＴシリコーン樹脂を含み、
より好ましくはＴシリコーン樹脂である。
【００３３】
　好ましくは、ＭＱシリコーン樹脂は、［（Ｒ１）３－Ｓｉ－Ｏ１／２］ａ－（Ｓｉ－Ｏ

４／２）ｂの式を有し、式中、Ｒ１は、相互に同じまたは異なり、飽和炭化水素基より選
択される。Ｒ１は、好ましくはＣ１－Ｃ６アルキルより選択され、より好ましくは各Ｒ１

はメチル基である。このため、最も好ましいＭＱシリコーン樹脂は、トリメチルシロキシ
シリケートである。好ましくは、ａおよびｂは、１０から１０００の、より好ましくは３
０から２００の範囲に及ぶ値を独立して有する。
【００３４】
　好ましくは、Ｔシリコーン樹脂は［Ｒ２－Ｓｉ－Ｏ３／２］ｘの式を有し、Ｒ２は飽和
炭化水素基より選択される。Ｒ２は、好ましくはＣ１からＣ６アルキルより選択され、よ
り好ましくはメチル、エチル、プロピル、ブチルより選択され、最も好ましくはプロピル
である。最も好ましいＴシリコーン樹脂は、ポリプロピルシルセスキオキサンである。好
ましくは、ｘは２０００未満、より好ましくは５００未満であるが、好ましくは１０を超
え、より好ましくは５０を超える。
【００３５】
　より好ましい実施形態において、第１および第２の膜形成ポリマーは、ＭＱシリコーン
樹脂およびＴシリコーン樹脂のブレンドである。ＭＱシリコーン樹脂のＴシリコーン樹脂
に対する重量比は、より良好な膜形成性能を達成するために、好ましくは１：２０から２
０：１である。より好ましくは、ＭＱシリコーン樹脂のＴシリコーン樹脂に対する重量比
は、１：１０から１０：１、なおより好ましくは１：５から５：１である。本発明に好適
なＭＱおよびＴプロピル樹脂の例示的なブレンドとしては、ダウコーニング（商標）ＭＱ
－１６４０フレーク樹脂が挙げられる。
【００３６】
　好ましくは、２つの膜形成ポリマーの総量は組成物中に、組成物の０．０１から２０重
量％、より好ましくは０．２から１０重量％、なおより好ましくは０．５から７重量％、
最も好ましくは組成物の１から４重量％で存在する。第１の膜形成ポリマーの第２の膜形
成ポリマーに対する重量比は通例、５０：１から１：２０の、より好ましくは２０：１か
ら１：１０の、なおより好ましくは６：１から１：２の、最も好ましくは４：１から１：
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１の範囲である。
【００３７】
　いずれの理論または説明に拘束されることなく、本発明者らは、脂質が膜形成ポリマー
層の網目中に埋め込まれて、緻密な膜が形成されると考えている。このような膜は、基材
に対してより強い結合力を有し、耐洗い流し性の性能を改善した。したがって、より強い
膜を形成するためにおよび／または膜形成ポリマーとの相溶性を向上させるために、脂質
は、好ましくは少なくとも１０℃の、より好ましくは少なくとも３５℃の、なおより好ま
しくは４０℃から２００℃の、最も好ましくは５０℃から１５０℃の融点を有する。
【００３８】
　好ましくは、脂質は脂肪酸、石鹸、脂肪アルコール、脂肪エステル、ろう、ステロイド
、セラミドまたはその混合物を含み、より好ましくは脂質は脂肪酸、石鹸、ろう、ステロ
イド、セラミドまたはその混合物を含み、なおより好ましくは脂質は脂肪酸、石鹸、ろう
、ステロイドまたはその混合物を含み、最も好ましくは脂質は脂肪酸、石鹸、ろうまたは
その混合物を含む。
【００３９】
　ある実施形態において、脂質は好ましくは脂肪化合物を含み、より好ましくは脂肪化合
物である。脂肪化合物は通例、脂肪酸、石鹸、ろう、脂肪アルコール、脂肪エステルまた
はその組合せを含む。より好ましくは、脂肪化合物は脂肪酸、石鹸、ろうまたはその組合
せより選択される。
【００４０】
　好ましくは、脂質は組成物中に、組成物の０．０１から２０重量％の、より好ましくは
０．１から１０重量％の、なおより好ましくは０．２から５重量％の、最も好ましくは組
成物の０．５から３重量％の量で存在する。
【００４１】
　耐洗い流し性および／または持続性不透明性を良好に発揮するために、膜形成ポリマー
の脂質に対する重量比は、好ましくは１：１０から５０：１、より好ましくは１：２から
１０：１、なおより好ましくは１：１から５：１、最も好ましくは２：１から４：１であ
る。
【００４２】
　ある実施形態において、膜形成ポリマー全体の脂質に対する重量比は、好ましくは少な
くとも５：９、より好ましくは３：２から３５：１、より好ましくはまた９：４から２０
：１、なおより好ましくは５：２から８：１、最も好ましくは８：３から５：１である。
【００４３】
　脂肪酸は、通例、Ｃ１０からＣ３０の鎖長を有する脂肪酸部分を含有する。ある好まし
い実施形態において、使用した脂肪酸の炭化水素鎖長は、炭素原子が１２から２４個、よ
り好ましくは１４から２０個、なおより好ましくは１６から１８個である。好適な脂肪酸
は、ペラルゴン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、イソパルミチン酸、ステ
アリン酸、イソステアリン酸、オレイン酸、リノール酸、リシノール酸、アラキドン酸、
ベヘン酸、エルカ酸またはその混合物を含む。より好ましくは、脂肪酸はステアリン酸、
ラウリン酸、パルミチン酸、イソステアリン酸、ミリスチン酸またはその混合物を含む。
なおより好ましくは、脂肪酸は、ステアリン酸、パルミチン酸またはその混合物である。
【００４４】
　好適な脂肪酸は、通常は飽和されているが、不飽和脂肪酸部分を含有してよく、置換度
を有する脂肪酸部分を含有してよく、例えばヒドロキシ脂肪酸である。脂肪酸は、飽和脂
肪酸、置換度を有する飽和脂肪酸またはその組合せを含むことが好ましい。より好ましく
は、脂肪酸は飽和を含み、飽和脂肪酸、置換度を有する飽和脂肪酸またはその組合せより
選択される。なおより好ましくは、脂肪酸は飽和脂肪酸である。
【００４５】
　本発明の石鹸は、好ましくはＣ１０－Ｃ３０脂肪酸の、より好ましくはＣ１２－Ｃ２４

脂肪酸の、なおより好ましくはＣ１４－Ｃ２０脂肪酸の、最も好ましくはＣ１６－Ｃ１８
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脂肪酸の塩である。好適な石鹸は、ペラルゴン酸塩、ラウリン酸塩、ミリスチン酸塩、パ
ルミチン酸塩、ステアリン酸塩、イソステアリン酸塩、オレイン酸塩、リノール酸塩、リ
シノール酸塩、アラキドン酸塩、ベヘン酸塩、エルカ酸塩またはその混合物を含む。より
好ましくは、脂肪酸塩は、ステアリン酸塩、ラウリン酸塩、パルミチン酸塩、イソステア
リン酸塩またはその混合物を含む。なおより好ましくは、脂肪酸塩はステアリン酸塩、パ
ルミチン酸塩またはその混合物である。
【００４６】
　好ましくは、石鹸はアンモニウム塩、アルカリ金属またはその混合物より選択される。
より好ましくは、石鹸はナトリウム塩および／またはカリウム塩、ならびに最も好ましく
はナトリウム塩である。脂質が脂肪酸および石鹸を含む場合、脂質は脂肪酸およびその塩
を含むことが好ましい。より好ましくは、脂質は脂肪酸およびその塩の組合せである。
【００４７】
　ろうの要件は、ろうが化粧品組成物中で利用可能であってよいことである。ろうは、天
然ろうおよび／または合成ろうであってよい。このようなろうは、炭化水素ろうおよびエ
ステルろうより選択されることが多いが、ろうは好ましくはろうエステルを含む。いくつ
かの好ましい実施形態において、ろうは、みつろう、米ぬかろう、モンタンろう、鯨ろう
、カルナウバろう、カンデリラろう、サトウキビろう、虫白ろう、ワセリンまたはその混
合物を含む。より好ましくは、ろうはみつろう、米ぬかろう、モンタンろう、カルナウバ
ろう、ワセリンまたはその混合物を含む。なおより好ましくは、ろうはみつろう、ワセリ
ンまたはその混合物より選択される。最も好ましくは、ろうはみつろうである。例えば、
本発明での使用に好適なろうとしては、Ｋｏｓｔｅｒ　Ｋｅｕｎｅｎ　Ｉｎｃ．からのみ
つろうが挙げられる。
【００４８】
　代表的な脂肪アルコールは、８から４０個の、より好ましくは１０から３２個の、なお
より好ましくは１２から２６個の、最も好ましくは１６から２２個の炭素原子を含む。好
適な脂肪アルコールの例としては、ミリスチル、ペンタデシル、セチル、ステアリル、ベ
ヘニルおよびその混合物が挙げられる。より好ましくは、脂肪アルコールはセチルアルコ
ール、ステアリルアルコールまたはその混合物より選択される。
【００４９】
　脂肪エステルは好ましくは、１０から３０個の炭素原子を有する飽和脂肪酸のエステル
である。本発明に好適な例示的な脂肪エステルとしては、好ましくは１０から２４個の炭
素原子を有する脂肪酸のアルケニルエステルまたはアルキルエステル；エトキシ化飽和脂
肪アルコールのエーテルエステル、例えば脂肪酸エステル；多価アルコールエステル、特
にエチレングリコールモノおよびジ脂肪酸エステル、ジエチレングルコールモノおよびジ
脂肪酸エステルが挙げられる。
【００５０】
　ステロイドが化粧品組成物での使用に好適であるならば、本発明のステロイドに関する
制限はない。好ましくは、ステロイドはヒドロキシル基を含み、より好ましくはステロー
ルを含み、なおより好ましくは、ステロイドはステロールである。ステロールは、フィト
ステロール、ズーステロール、フンギステロールまたはその混合物を含んでよい。ステロ
ールがズーステロールを含むことが望ましい。
【００５１】
　例示的なステロールとしては、コレステロール、β－シトステロール、スチグマステロ
ール、カンペステロール、ブラシカステロール、エルゴステロール、コレスタノール、コ
レステノン、７－ケトコレステロール、５α，６α－エポキシコレスタノール、５β，６
βエポキシコレスタノールおよび７－デヒドロコレステロール、１５－ケトコレステン、
１５－ケトコレスタン、２５－ヒドロキシコレステロール、２７－ヒドロキシコレステロ
ール、２４－ヒドロキシコレステロール、２４，２５－エポキシコレステロール、２４－
ジヒドロラノステロール、ラノステロールまたはその混合物が挙げられる。
【００５２】
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　ステロールがコレステロール、オキシステロールまたはその混合物を含むことが好まし
い。より好ましくは、ステロールはコレステロールを含む。ステロールは好ましくは、ス
テロールの少なくとも３０重量％の、より好ましくは少なくとも５０重量％の、なおより
好ましくはステロールの８０から１００重量％のコレステロールを含む。より好ましくは
、ステロールはコレステロールである。
【００５３】
　組成物がステロイドを含む場合、ステロイドは好ましくは、組成物中に、組成物の０．
０１から１０重量％の、より好ましくは０．０５から５重量％の、なおより好ましくは０
．１から３重量％の、最も好ましくは組成物の０．３から１．５重量％の量で存在する。
【００５４】
　組成物がシリコーン樹脂およびステロイドを含む場合、シリコーン樹脂のステロイドに
対する重量比は、少なくとも５：９である。耐洗い流し性、耐摩耗性および／または有益
剤の持続性便益をより良好に発揮するために、シリコーン樹脂のステロイドに対する重量
比は、好ましくは５：７から５０：１、より好ましくは３：２から３５：１、より好まし
くはまた９：４から２０：１、なおより好ましくは５：２から８：１、最も好ましくは８
：３から５：１である。
【００５５】
　化粧品組成物は、光学粒子も含む。いずれの特定の理論または説明に拘束されることな
く、本発明者らは、光学粒子が膜形成ポリマーおよびろうによって膜中に埋め込まれると
考えている。したがって、光学粒子は、水および／または摩擦に耐え、持続性不透明性を
皮膚に送達することができる。
【００５６】
　光学粒子は通例、高屈折率材料の粒子である。例えば、光学粒子は１．３を超える、よ
り好ましくは１．７を超える、最も好ましくは２．０から２．７の屈折率を有してよい。
このような光学粒子の例は、ビスマスオキシクロリド、ボロンニトリド、バリウムサルフ
ェート、マイカ、シリカ、チタンジオキシド、ジルコニウムオキシド、鉄オキシド、アル
ミニウムオキシド、亜鉛オキシドまたはその組合せを含む光学粒子である。より好ましい
粒子は、チタンジオキシド、亜鉛オキシド、ジルコニウムオキシド、マイカ、鉄オキシド
またはその組合せを含む粒子である。なおさらに好ましい粒子が亜鉛オキシド、ジルコニ
ウムオキシド、チタンジオキシドまたはその組合せを含む粒子であるのは、これらの材料
がとりわけ高い屈折率を有するためである。最も好ましいのはチタンジオキシドである。
【００５７】
　膜形成ポリマーおよび／またはろうとの良好な相溶性のために、光学粒子は好ましくは
疎水性である。より好ましくは、光学粒子は好ましくは疎水性修飾されている。なおより
好ましくは、光学粒子は脂肪酸、シリコーン油、ろうおよびその混合物より選択される疎
水性材料によって修飾されている。脂肪酸は、好ましくはオレイン酸、ステアリン酸また
はその混合物を含む。
【００５８】
　光学粒子の粒径は、通例、２ｎｍから５ミクロン、より好ましくは５ｎｍから１ミクロ
ン、なおより好ましくは１０ｎｍから５００ｎｍである。粒径は本明細書で使用する場合
、非凝集状態の粒子の直径を示す。直径とは、明確な球が生成されていない場合の、粒子
の測定可能な最大距離を意味する。直径は、例えば走査型電子顕微鏡（ＳＥＭ）によって
、１０個の粒子の値を平均することによって測定してよい。
【００５９】
　好ましくは、組成物は光学粒子を０．００１から１０重量％の、より好ましくは０．０
１から７重量％の、より好ましくはさらに０．０５から５重量％の、最も好ましくは０．
１から２重量％の量で含む。膜形成ポリマーの総量の光学粒子に対する重量比は、好まし
くは１：１０から５０：１の、より好ましくは１：３から１０：１の、最も好ましくは１
：１から５：１の範囲である。脂質の光学粒子に対する重量比は、好ましくは１：４０か
ら２０：１の、より好ましくは１：２０から１０：１の、最も好ましくは１：１０から５



(10) JP 6496247 B2 2019.4.3

10

20

30

40

50

：１の範囲である。
【００６０】
　本発明の組成物は、組成物の重量により少なくとも２０％の水も含む。好ましくは、水
の量は、少なくとも４０重量％、より好ましくは、組成物のより好ましくは５０から９０
重量％の、最適には６０から８５重量％の範囲に及ぶ。
【００６１】
　皮膚軟化剤材料は、本発明の組成物中に担体として含まれてよい。これらはシリコーン
油、合成エステルおよび／または炭化水素の形態であってよい。皮膚軟化剤の量は、例え
ば組成物のほぼ０．１から９５重量％の、より好ましくは１から５０重量％の範囲に及ん
でよい。
【００６２】
　シリコーン油は揮発性種と不揮発性種に分けられる。「揮発性」という用語は、本明細
書で使用する場合、周囲温度（２５℃）にて測定可能な蒸気圧を有する材料を示す。揮発
性シリコーン油は、好ましくは３から９個の、好ましくは４から５個のケイ素原子を含有
する環式（シクロメチコン）または直鎖ポリジメチルシロキサンより選ばれる。本発明に
よる組成物の多くの液体組成物において、揮発性シリコーン油は担体として、組成物の比
較的大量の構成要素となってよい。量は、例えば組成物の５重量％から８０重量％の、よ
り好ましくは２０重量％から７０重量％の範囲に及んでよい。
【００６３】
　皮膚軟化剤材料として有用な不揮発性シリコーン油としては、ポリアルキルシロキサン
、ポリアルキルアリールシロキサンおよびポリエーテルシロキサンコポリマーが挙げられ
る。本明細書において有用な本質的に不揮発性のポリアルキルシロキサンとしては、例え
ば２５℃にて約５×１０－６から０．１ｍ２／秒の粘度を有するポリジメチルシロキサン
が挙げられる。本組成物中で有用な好ましい不揮発性皮膚軟化剤には、２５℃にて約１×
１０－５から約４×１０－４ｍ２／秒の粘度を有するポリジメチルシロキサンがある。
【００６４】
　オルガノポリシロキサンクロスポリマーを有用に用いることができる。代表的なこれら
の材料は、ダウコーニング（９０４０、９０４１、９０４５、９５０６および９５０９）
、ゼネラルエレクトリック（ＳＦＥ８３９）、信越（ＫＳＧ－１５、１６および１８［ジ
メチコン／フェニルビニルジメチコンクロスポリマー］）およびグラントインダストリー
ズ（グランシルブランドの材料）ならびに信越が供給するラウリルジメチコン／ビニルジ
メチコンクロスポリマー（例えばＫＳＧ－３１、ＫＳＧ－３２、ＫＳＧ－４１、ＫＳＧ－
４２、ＫＳＧ－４３およびＫＳＧ－４４）を含む多種多様な供給者から入手可能なジメチ
コン／ビニルジメチコンクロスポリマーおよびジメチコンクロスポリマーである。上述の
オルガノポリシロキサンクロスポリマーの量は（存在する場合）通常、揮発性シリコーン
油、例えばシクロメチコン中に通常溶解されて、０．１から２０重量％である。
【００６５】
　シリコーンが担体として大量に存在し、水も存在する場合、系は油連続性であってよい
。これらは普通、油中水型乳化剤、例えばジメチコンコポリオール（例えば、セチルジメ
チコンコポリオールである、アビルＥＭ－９０）による乳化を必要とする。
【００６６】
　エステル皮膚軟化剤には以下のものがある：
ａ）１０から２０個の炭素原子を有する脂肪酸の、アルケニルエステルまたはアルキルエ
ステル。その例としては、イソアラキジルネオペンタノエート、イソデシルネオペンタノ
エート、イソプロピルミリステート、イソノニルイソナノエート、セチルリシノレエート
、オレイルミリステート、オレイルステアレートおよびオレイルオレエートが挙げられる
。
【００６７】
ｂ）エーテル－エステル、例えばエトキシ化脂肪アルコールの脂肪酸エステル。
【００６８】
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ｃ）多価アルコールエステル。ブチレングリコール、エチレングリコールモノおよびジ脂
肪酸エステル、ジエチレングリコールモノおよびジ脂肪酸エステル、ポリエチレングリコ
ール（２００－６０００）モノおよびジ脂肪酸エステル、プロピレングリコールモノおよ
びジ脂肪酸エステル、ポリプロピレングリコール２０００モノオレエート、ポリプロピレ
ングリコール２０００モノステアレート、エトキシ化プロピレングリコールモノステアレ
ート、グリセリルモノおよびジ脂肪酸エステル、ポリグリセロールポリ脂肪エステル、エ
トキシ化グリセリルモノステアレート、１，３－ブチレングリコールモノステアレート、
１，３－ブチレングリコールジステアレート、ポリオキシエチレンポリオール脂肪酸エス
テル、ソルビタン脂肪酸エステルならびにポリオキシエチレンソルビタン脂肪酸エステル
は、満足な多価アルコールエステルである。特に有用なのは、Ｃ１－Ｃ３０アルコールの
ペンタエリスリトール、トリメチロールプロパンおよびネオペンチルグリコールエステル
である。例はペンタエリスリチルテトラエチルヘキサノエートである。
【００６９】
ｄ）ろうエステル、例えばみつろう、鯨ろうおよびトリベヘニンろう。
【００７０】
ｅ）ステロールエステル、そのコレステロール脂肪酸エステルがその例である。
【００７１】
ｆ）脂肪酸の糖エステル、例えばスクロースポリベヘネートおよびスクロースポリコット
ンシーデート。
【００７２】
　また特に有用なのは、フィンソルブブランドで販売されている、Ｃ１２－１５アルキル
ベンゾエートエステルである。
【００７３】
　好適な化粧品的に許容される担体である炭化水素としては、ペトロラタム、鉱油、Ｃ１

１－Ｃ１３イソパラフィン、ポリアルファオレフィンおよびとりわけプレスパース社より
ペルメチル１０１Ａとして市販されているイソヘキサデカンである。
【００７４】
　多価アルコール型の湿潤剤を化粧品的に許容される担体として用いることができる。代
表的な多価アルコールとしては、ポリアルキレングリコール、ならびにより好ましくはプ
ロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ポリプロピレングリコール、ポリエチレ
ングリコールおよびその誘導体、ソルビトール、ヒドロキシプロピルソルビトール、ヘキ
シレングリコール、１，３－ブチレングリコール、イソプレングリコール、１，２，６－
ヘキサントリオール、グリセロール、エトキシ化グリセロール、プロポキシ化グリセロー
ルおよびその混合物を含む、アルキレンポリオールおよびその誘導体が挙げられる。湿潤
剤の量は、例えば組成物のほぼ０．５から５０重量％の、より好ましくは１から１５重量
％の範囲に及んでよい。最も好ましいのはグリセロール（グリセリンとしても公知）であ
る。グリセリンの量は、例えば組成物の１重量％から５０重量％の、より好ましくは１０
から３５重量％の、最適には１５から３０重量％の範囲に及んでよい。
【００７５】
　光学粒子以外に、本発明の組成物は各種の他の機能性成分を含んでいてよい。日焼け止
め活性物質は、本発明の組成物に含まれてよい。これらは、２９０から４００ｎｍの範囲
に及ぶ紫外線にて吸収する少なくとも１個の発色団を有する有機化合物となる。発色性有
機日焼け止め剤は、以下の：ｐ－アミノ安息香酸、その塩およびその誘導体（エチル、イ
ソブチル、グリセリルエステル；ｐ－ジメチルアミノ安息香酸）；アントラニレート（ｏ
－アミノベンゾエート；メチル、メンチル、フェニル、ベンジル、フェニルエチル、リナ
リル、テルピニルおよびシクロヘキセニルエステル）；サリチレート（オクチル、アミル
、フェニル、ベンジル、メンチル、グリセリルおよびジプロピレングリコールエステル）
；桂皮酸誘導体（メンチルおよびベンジルエステル、アルファ－フェニルシンナモニトリ
ル；ブチルシンナモイルピルベート）；ジヒドロキシ桂皮酸誘導体（ウンベリフェロン、
メチルウンベリフェロン、メチルアセトウンベリフェロン）；トリヒドロキシ桂皮酸誘導
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体（エスクレチン、メチルエスクレチン、ダフネチンおよびグリコシド、エスクリンおよ
びダフニン）；炭化水素（ジフェニルブタジエン、スチルベン）；ジベンザルアセトンお
よびベンザルアセトフェノン；ナフトールスルホネート（２－ナフトール－３，６－ジス
ルホン酸および２－ナフトール－６，８－ジスルホン酸のナトリウム塩）；ジヒドロキシ
－ナフトエ酸およびその塩；ｏ－およびｐ－ヒドロキシビフェニルジスルホネート；クマ
リン誘導体（７－ヒドロキシ、７－メチル、３－フェニル）；ジアゾール（２－アセチル
－３－ブロモインダゾール、フェニルベンゾオキサゾール、メチルナフトオキサゾール、
各種アリールベンゾチアゾール）；キニン塩（バイサルフェート、サルフェート、クロリ
ド、オレエートおよびタンネート）；キノリン誘導体（８－ヒドロキシキノリン塩、２－
フェニルキノリン）；ヒドロキシ置換またはメトキシ置換ベンゾフェノン；尿酸およびビ
ロ尿酸；タンニン酸およびその誘導体（例えばヘキサエチルエーテル）；（ブチルカルビ
チル）（６－プロピルピぺロニル）エーテル；ヒドロキノン；ベンゾフェノン（オキシベ
ンゾン、スリソベンゾン、ジオキシベンゾン、ベンゾレゾルシノール、２，２’，４，４
’－テトラヒドロキシベンゾフェノン、２，２’－ジヒドロキシ－４，４’－ジメトキシ
ベンゾフェノン、オクタベンゾン；４－イソプロピルジベンゾイルメタン；ブチルメトキ
シジベンゾイルメタン；エトクリレン；ならびに４－イソプロピル－ジベンゾイルメタン
）を含む種類（具体例を含む）に分けてよい。特に有用なのは：２－エチルヘキシルｐ－
メトキシシンナメート、４，４’－ｔ－ブチルメトキシジベンゾイルメタン、２－ヒドロ
キシ－４－メトキシベンゾフェノン、オクチルジメチルｐ－アミノ安息香酸、ジガロイル
トリオレエート、２，２－ジヒドロキシ－４－メトキシベンゾフェノン、エチル４－［ビ
ス（ヒドロキシプロピル）］アミノベンゾエート、２－エチルヘキシル－２－シアノ－３
，３－ジフェニルアクリレート、２－エチルヘキシルサリチレート、グリセリルｐ－アミ
ノベンゾエート、３，３，５－トリメチルシクロヘキシルサリチレート、メチルアントラ
ニレート、ｐ－ジメチルアミノ安息香酸またはアミノベンゾエート、２－エチルヘキシル
ｐ－ジメチルアミノベンゾエート、２－フェニルベンゾイミダゾール－５－スルホン酸、
２－（ｐ－ジメチルアミノフェニル）－５－スルホニオベンゾオキサゾール酸およびその
混合物である。
【００７６】
　特に好ましいのは、パルソールＭＣＸ（登録商標）として入手可能なエチルヘキシルｐ
－メトキシシンナメート、パルソール１７８９（登録商標）として入手可能なアボベンゾ
ン、デルマブロックＯＳ（登録商標）（オクチルサリチレート）およびメギゾリルＳＸ（
登録商標）（テレフタリリデンジカンファースルホン酸のＩＮＣＩ名を有する）などの材
料である。
【００７７】
　有機日焼け止め剤の量は、例えば組成物の０．１から１５重量％、より好ましくは０．
５重量％から１０重量％、最適には１重量％から８重量％の範囲に及んでよい。
【００７８】
　各種の増粘剤が組成物に含まれていてよい。限定的ではないが、例示的であるのは、ス
テアリン酸、アクリルアミド／ナトリウムアクリロイルジメチルタウレートコポリマー（
アリストフレックスＡＶＣ）、ヒドロキシエチルアクリレート／ナトリウムアクリロイル
ジメチルタウレートコポリマー、アルミニウムデンプンオクテニルスクシネート、ポリア
クリレート（例えばカルボポール（登録商標）９８０、カルボポール（登録商標）１３４
２、ペムレンＴＲ－２（登録商標）およびウルトレッツ（登録商標）増粘剤を含むカルボ
マー）、ポリサッカライド（キサンタンガム、グアーガム、ペクチン、カラギーナンおよ
びスクレロチウムガムを含む）、セルロース（カルボキシメチルセルロース、エチルセル
ロース、ヒドロキシエチルセルロースおよびメチルヒドロキシメチルセルロースを含む）
、鉱物（タルク、シリカ、アルミナ、マイカおよび粘土を含み、粘土はベントナイト、ヘ
クトライトおよびアタパルジャイトにより代表される）、マグネシウムアルミニウムシリ
ケートおよびその混合物である。増粘剤の量は、例えば組成物の０．０５から１０重量％
、より好ましくは０．３から２重量％の範囲に及んでよい。
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【００７９】
　保存料は、潜在的に有害な微生物の増殖を防ぐために、望ましくは本発明の化粧品組成
物中に包含させることができる。本発明の組成物に好適な従来の保存料は、パラ－ヒドロ
キシ安息香酸のアルキルエステルである。最近使用されるようになってきた他の保存料と
しては、ヒダントイン誘導体、プロピオネート塩および多様な第４級アンモニウム化合物
が挙げられる。化粧品化学者は、適切な保存料に精通し、保存料負荷試験を満たし、製品
安定性を提供するように日常的に保存料を選択している。特に好ましい保存料は、フェノ
キシエタノール、メチルパラベン、プロピルパラベン、イミダゾリジニル尿素、ナトリウ
ムジヒドロアセテートおよびベンジルアルコールである。保存料は、組成物の使用および
保存料と組成物中の他の成分との考えられる不相溶性を考慮して選択すべきである。保存
料は、好ましくは組成物の０．０１％から２重量％に及ぶ量で用いられる。
【００８０】
　本発明の組成物は、ビタミンおよびフラボノイドも含有してよい。例示的な水溶性ビタ
ミンは、ナイアシンアミド、ビタミンＢ２、ビタミンＢ６、ビタミンＣ、アスコルビルホ
スフェートおよびビオチンである。有用な非水溶性ビタミンには、ビタミンＡ（レチノー
ル）、ビタミンＡパルミテート、アスコルビルテトライソパルミテート、ビタミンＥ（ト
コフェロール）、ビタミンＥアセテートおよびＤＬ－パンテノールがある。特に好適なビ
タミンＢ６誘導体は、ピリドキシンパルミテートである。好ましいフラボノイドには、グ
ルコシルヘスペリジンおよびルチンがある。本発明による組成物中に存在する場合のビタ
ミンまたはフラボノイドの総量は、例えば組成物の０．００１から１０重量％の、より好
ましくは０．０１重量％から５重量％の、最適には０．１から３重量％の範囲に及んでよ
い。
【００８１】
　落屑剤はさらなる必須ではない構成成分である。例としては、アルファ－ヒドロキシカ
ルボン酸およびベータ－ヒドロキシカルボン酸ならびにこれらの酸の塩がある。前者には
、グリコール酸、乳酸およびリンゴ酸の塩がある。サリチル酸は、ベータ－ヒドロキシカ
ルボン酸の代表である。これらの材料の量は、存在する場合、組成物の０．１から１５重
量％の範囲に及んでよい。
【００８２】
　多様なハーブ抽出物が、本発明の組成物に含まれていてもよい。例としては、ザクロ、
シラカバ（ベトゥラ・アルバ）、緑茶、カモミール、リコリス、ボスウェリア・セラータ
、オリーブ（オレア・エウロパエア）葉、アルニカ・モンタナ花、ラバンデュラ・アング
スティフォリアおよびその抽出物の組合せである。抽出物は、水溶性でも非水溶性でもよ
く、それぞれ親水性または疎水性である溶媒に担持される。水およびエタノールが好まし
い抽出物溶媒である。
【００８３】
　本組成物に好適であり得る種々雑多な他の添加化粧品成分としては、セラミド（例えば
セラミド３およびセラミド６）、共役リノール酸、着色料（例えば鉄オキシド）、金属（
マンガン、銅および／または亜鉛）グルコネート、アラントイン、パルミトイルペンタペ
プチド－３、アミノ酸（例えばアラニン、アルギニン、グリシン、リジン、プロリン、セ
リン、トレオニン、グルタミン酸およびその混合物）、トリメチルグリシン、ナトリウム
ＰＣＡ、キレート様ジナトリウムＥＤＴＡ、マグネシウムアスパルテートおよびその組合
せが挙げられる。量は、例えば組成物の０．０００００１から３重量％まで変化する。
【００８４】
　少量の乳化界面活性剤が存在してよい。界面活性剤は、アニオン性、非イオン性、カチ
オン性、両性およびその混合物であってよい。濃度は、例えば０．１から５重量％の、よ
り好ましくは０．１から２重量％の、最適には０．１から１重量％の範囲に及んでよい。
好都合には、存在する界面活性剤の量は、泡形成には十分ではないことが望ましい。これ
らの例では、２重量％未満の、好ましくは１％未満の、最適には０．５重量％未満の界面
活性剤が存在する。ＰＥＧ－１００ステアレートなどの乳化剤を使用してよく、ならびに
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セテアリルアルコールおよびセテアレス－２０などの乳化安定剤を使用してよく、通例、
組成物の５重量パーセントを超えない量でよい。
【００８５】
　本発明の組成物での使用に好適な他の必須ではない添加剤としては、保湿を向上させる
ためのカチオン性アンモニウム化合物が挙げられる。このような化合物としては、ヒドロ
キシプロピルトリ（Ｃ１－Ｃ３アルキル）アンモニウム１置換サッカライドの塩、ヒドロ
キシプロピルトリ（Ｃ１－Ｃ３アルキル）アンモニウム１置換ポリオールの塩、ジヒドロ
キシプロピルトリ（Ｃ１－Ｃ３アルキル）アンモニウム塩、ジヒドロキシプロピルジ（Ｃ

１－Ｃ３アルキル）モノ（ヒドロキシエチル）アンモニウム塩、グアーヒドロキシプロピ
ルトリモニウム塩、２，３－ジヒドロキシプロピルトリ（Ｃ１－Ｃ３アルキルまたはヒド
ロキシアルキル）アンモニウム塩またはその混合物が挙げられる。最も好ましい実施形態
において、望ましい場合、本発明で用いるカチオン性アンモニウム化合物は、第４級アン
モニウム化合物の１，２－ジヒドロキシプロピルトリモニウムクロリドである。使用する
場合、このような化合物は通例、組成物の０．０１から３０重量％、より好ましくは約０
．１から約１５重量％を構成する。
【００８６】
　カチオン性アンモニウム化合物を使用する場合、それと共に使用するための必須ではな
い添加剤は、保湿剤、例えばヒドロキシメチル尿素、ヒドロキシエチル尿素、ヒドロキシ
プロピル尿素などの置換尿素；ビス（ヒドロキシメチル）尿素；ビス（ヒドロキシエチル
）尿素；ビス（ヒドロキシプロピル）尿素；Ｎ，Ｎ’－ジヒドロキシメチル尿素；Ｎ，Ｎ
’－ジ－ヒドロキシエチル尿素；Ｎ，Ｎ’－ジ－ヒドロキシプロピル尿素；Ｎ，Ｎ，Ｎ’
－トリ－ヒドロキシエチル尿素；テトラ（ヒドロキシメチル）尿素；テトラ（ヒドロキシ
エチル）尿素；テトラ（ヒドロキシプロピル）尿素；Ｎ－メチル－Ｎ’－ヒドロキシエチ
ル尿素；Ｎ－エチル－Ｎ’－ヒドロキシエチル尿素；Ｎ－ヒドロキシプロピル－Ｎ’－ヒ
ドロキシエチル尿素およびＮ，Ｎ’ジメチル－Ｎ－ヒドロキシエチル尿素またはその混合
物である。ヒドロキシプロピルという用語が出現する場合、意味は３－ヒドロキシ－ｎ－
プロピルラジカル、２－ヒドロキシ－ｎ－プロピルラジカル、３－ヒドロキシ－ｉ－プロ
ピルラジカルまたは２－ヒドロキシ－ｉ－プロピルラジカルのいずれかの総称である。最
も好ましいのは、ヒドロキシエチル尿素である。後者は、アクゾノーベルからハイドロバ
ンスという商標で５０％水性液体として入手できる。このような置換尿素は、保湿処方物
においては望ましいが、本発明の組成物中の１つまたは複数のセルフタンニング剤（使用
される場合）と相溶性である場合に使用するために選択されるだけである。
【００８７】
　本発明の組成物中の置換尿素の量は、使用される場合、組成物の総重量に基づいて０．
０１から２０％、より好ましくは０．５から１５％、最も好ましくは２から１０％であり
、そこに包含されるすべての範囲を含む。
【００８８】
　カチオン性アンモニウム化合物および置換尿素が使用される場合、最もとりわけ好まし
い実施形態において、組成物の総重量に基づいて少なくとも０．０１から２５％の、より
好ましくは０．２から２０％の、最も好ましくは１から１５％のグリセリンなどの湿潤剤
が使用され、そこに包含されるすべての範囲を含む。
【００８９】
　本発明の組成物を作製する場合、成分は通例、大気条件下で中程度の剪断力で混合する
。組成物は局所適用してよく、好ましくは皮膚１平方センチメートル当たり組成物１－４
ミリグラムを適用する。好ましくは、組成物は５から７のｐＨを示す。本発明の組成物の
包装は、広口瓶またはチューブならびに通例、化粧品、クリーム、洗浄およびローション
型製品で見られるいずれかの他の形態であることができる。
【００９０】
　組成物は、スキンケア組成物であることが好ましい。組成物は、洗い流さない組成物ま
たは洗い流し組成物であってよいが、好ましくは洗い流さない組成物である。
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【００９１】
　本発明は、記載したような本発明の化粧品組成物を皮膚に局所適用するステップを含む
、皮膚特性を改善する方法にも関する。皮膚特性は、本明細書で使用する場合、皮膚を評
価するために使用する特徴を示し、これに限定されるわけではないが、皮膚引き締め、不
透明性、滑らかさ、清浄度、湿潤化またはその組合せを含む。好ましくは、皮膚特性は、
皮膚引き締め、不透明性またはその組合せを含む。より好ましくは、皮膚特性は持続性不
透明性であり、最も好ましくは、皮膚特性は持続性美白である。「持続性」は、有益剤（
例えば光学粒子）が、水道水（２５℃）による１分間の洗い流し後に、少なくとも３０％
、好ましくは少なくとも５０％残存していることを示す。
【００９２】
　以下の実施例は、本発明の理解を促進するために提供する。実施例は、特許請求の範囲
を限定するものではない。
【００９３】
［実施例］
耐洗い流し性／耐摩耗性試験
１．較正曲線の作成
　ベース処方物（表１のサンプルＡ）をバイオスキンプレート（色：３０＃、日本、東京
のビューラックス社より）上に、０、０．５、１、１．５、２、２．５、３、３．５、４
、５および６ｍｇ／ｃｍ２の表面密度で均一にコーティングした。およそ２５℃で８時間
自然乾燥させた後、これらのコーティングしたバイオスキンプレートのＬ（明度に関して
）、ａおよびｂ（反対色次元に関して）を、デジアイ・イメージング・システム（Ｖｅｒ
ｉｖｉｄｅ、英国）を使用して測定した。ＩＴＡ値を式ＩＴＡ＝［ａｒｃｔａｎ（Ｌ－５
０／ｂ）］×１８０／πによって計算した。次にＩＴＡ値対表面密度をプロットし、多項
式モデルに当てはめて曲線を得た。Ｒの二乗は０．９９９より大きく、多項式モデルがベ
ース処方物の明度と表面密度との間の関数関係への当てはめに好適であることを示した。
【００９４】
２．洗い流し／摩耗性実験
　サンプル３０ｍｇをバイオスキンプレート上に、１０ｃｍ２の面積で均一にコーティン
グした。コーティングしたバイオスキンをおよそ２５℃で８時間自然乾燥させた。バイオ
スキンプレートのＬ、ａおよびｂをデジアイ・イメージング・システム（Ｖｅｒｉｖｉｄ
ｅ、英国）を使用して測定した。ＩＴＡ値（ＩＴＡ１）を上の式に従って計算した。較正
曲線に従って、洗い流し／摩耗性試験前の表面密度値（ＳＤ１）を得た。コーティングし
たバイオスキンを脱イオン水に３０秒間浸漬した。次に、市販の洗顔剤（ポンズ・ゴール
ド・ラディアンス（商標）ラディアンス・ブースティング・クレンジング・ムース）を５
ｍｇ／ｃｍ２の量でバイオスキンプレートに適用し、コーティングされたバイオスキンプ
レートをマーチンデール摩耗性およびピリング試験機（型番：Ｍ２３５、ＳＤＬ　Ａｌｔ
ａｓ、米国）によって、３３．７２ｇのモーションプレートを用いて、３０ｒｐｍの速度
で１分間洗浄した。続いて、コーティングしたバイオスキンプレートをさらに１分間水に
浸漬して、脱イオン水で洗浄した。およそ２５℃で２時間自然乾燥させた後、バイオスキ
ンプレートのＬ、ａおよびｂをデジアイ・イメージング・システムによって再度測定して
、バイオスキンプレート（ＩＴＡ２）のＩＴＡ値を計算した。較正曲線に従って、洗い流
し／摩耗性試験後の表面密度（ＳＤ２）を得た。
【００９５】
　洗い流し／摩耗性試験後の被着率は：被着率＝（ＳＤ２／ＳＤ１）×１００％によって
計算した。
【００９６】
接触角の測定および水浸漬試験
　ダウコーニングによるダウコーニング（商標）ＭＱ－１６４０フレーク樹脂、ダウコー
ニング（商標）ＭＱ－１６００固形樹脂、ダウコーニング（商標）６７０液、ルーブリゾ
ールからのアバルア（商標）ＵＲ４５０、イノレックスからのレキソレッツ（商標）１０
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６００固形樹脂およびダウコーニング（商標）６７０液をジメチコン中に、１：９のポリ
マー対溶媒重量比で分散させた。他の３種類のポリマーをエタノール中に、１：９のポリ
マー対溶媒重量比で分散させた。
【００９７】
　膜形成ポリマー分散物０．２ｍｌを普通のガラス面（約２ｃｍ×８ｃｍ）上に均一に滴
下させた。溶媒が蒸発した後、均質な膜が形成された。滴下形状分析システム１００（Ｄ
ＳＡ　１００、クルス）を使用して、各膜の異なる５か所に適用したおよそ５μＬの脱イ
オン水滴を用いて、接触角を測定した。５滴すべての接触角を平均した。
【００９８】
　ダウコーニング（商標）、ＭＱ－１６４０フレーク樹脂、ダウコーニング（商標）ＭＱ
－１６００固形樹脂、ダウコーニング（商標）６７０、アバルア（商標）ＵＲ４５０およ
びレキソレッツ（商標）１００の接触角はそれぞれ１０７°、１１６°、１１４°、６６
°および２８°であった。
【００９９】
　次に、ポリマー膜でコーティングしたこれらのガラススライドを水中に３０秒間、完全
に浸漬させた。その後、ガラススライドを水から取り出して、乾燥させた。これらのガラ
ススライドの接触角を再度測定した。驚くべきことに、アバルア（商標）ＵＲ４５０およ
びレキソレッツ（商標）１００によってコーティングしたガラススライドの接触角は１５
°未満に低下し、ポリマー膜が剥離されていることが見出された。これに対して、ダウコ
ーニング（商標）ＭＱ－１６４０フレーク樹脂、ダウコーニング（商標）ＭＱ－１６００
固形樹脂およびダウコーニング（商標）６７０によってコーティングしたガラススライド
の接触角はほぼ同じままであり、ポリマー膜がガラススライドに堅固に付着したことが明
らかになった。
【０１００】
［実施例１］
　本実施例は、２つの膜形成ポリマーを含有する組成物中へ脂肪酸を包含することによっ
て、組成物の耐洗い流し性が改善されたことを説明する。
【０１０１】
　一連の化粧品組成物を下の表１に示すように処方した。
【０１０２】
　処方物を以下の方法で調製した。光学粒子を油相中に完全に分散させて、他の成分なら
びにシリコーン樹脂および／または脂質（存在する場合）と完全に混合した。得られた油
相混合物を水相に徐々に添加した。得られた混合物を９，０００ｒｐｍの剪断応力下で１
０分間、６５℃にて乳化させて、徐々に撹拌し、室温まで冷却した。
【０１０３】
　サンプルの被着率は、以下の洗い流し／耐摩耗性性能試験によって測定した。
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【表１】

【０１０４】

　表２に見られるように、ＭＱシリコーン樹脂およびＴシリコーン樹脂の混合物である、
シリコーン１を含有する組成物中にステアリン酸を包含させた場合、被着率は約８から１
２まで上昇した。これに対して、シリコーン２を含有する組成物中にステアリン酸を包含
させた場合、被着率は５．４だけ上昇した。脂肪酸が、シリコーン－１を含有する組成物
の被着率を、シリコーン－２を含有する組成物の被着率よりも改善できることも見出され
た。
【表２】

【０１０５】
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［実施例２］
　本実施例は、２つの膜形成ポリマーと共に各種脂肪酸を組成物中に包含することで組成
物の耐洗い流し性が改善されたことを説明する。
【０１０６】
　表３の処方物を調製し、被着率を実施例１に記載したような以下の同様の手順によって
試験した。
【表３】

【０１０７】

　表３の最後の列に示すように、膜形成ポリマーおよび各種の脂肪酸の両方を含有する組
成物の被着率が、膜形成ポリマーのみを含有する組成物よりも上昇した。各種の脂肪酸の
包含が耐洗い流し性を改善して、したがって持続性美白を改善することが明らかになった
。また驚くべきことに、置換なしの脂肪酸が置換度を有する脂肪酸よりも、耐洗い流し性
を改善することも見出された。
【０１０８】
［実施例３］
　本実施例は、２つの膜形成ポリマーを含有する組成物中へろうを包含させることで、１
つの膜形成ポリマーを含有する組成物中へ包含させる場合よりも耐洗い流し性が改善され
たことを説明する。
【０１０９】
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　表４の処方物を調製し、被着率を実施例１に記載したような以下の同様の手順によって
試験した。
【表４】

【０１１０】

　表４の最後の行に見られるように、１つの膜形成ポリマーを含有する組成物中へろうを
添加することによって、被着率が２０．８上昇した（サンプルＦ対サンプルＣ）。対照的
に、２つの膜形成ポリマーを含有する組成物中にろうを添加することによって、被着率は
２６．２上昇した。ろうを含むことにより、シリコーン－１を含有する組成物の被着率が
シリコーン－２を含有する組成物よりも予想外に上昇することが驚くべきことに見出され
た。２つの膜形成ポリマーを含む組成物中へのろうの添加によって耐洗い流し性、耐摩擦
性が、１つの膜形成ポリマーを含有する組成物より向上したことが明らかになった。
【０１１１】
［実施例４］
　以下の実施例も本発明の範囲内である。
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